
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

附
則
第
一
項
第
一
号
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
三
項
」
を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
検
証
）

３

政
府
は
、
第
一
条
の
規
定
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
法
第
二
百
三
十
一
条

の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
、
同
条
の
規
定
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
に
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
て

ひ

ぼ
う

い
る
か
ど
う
か
、
表
現
の
自
由
そ
の
他
の
自
由
に
対
す
る
不
当
な
制
約
に
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
等
の
観
点
か
ら
外
部
有

識
者
を
交
え
て
検
証
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。


